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コ
メ
ン
ト
の

　

コ
メ
ン
ト
の

　
　
　

検
討
結
果

　
　
　

検
討
結
果

　

こ
の
た
び
、
寄
せ
ら
れ
た
意
見

の
検
討
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
国
民
保
護
計
画
（
案
）】

■
意
見
募
集
期
間
令
和
５
年
11
月

21
日
〜
12
月
22
日

■
意
見
数
・
人
数
３
件
・
１
人

■
公
開
場
所
等
地
域
安
全
課
（
市

役
所
本
庁
舎
１
階
）、
市
役
所
第

二
庁
舎
１
階
受
付
、
情
報
公
開
コ

ー
ナ
ー
（
同
６
階
）、
主
な
市
内

公
共
施
設
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

i
地
域
安
全
課
地
域
安
全
係
（
☎

042

－

387

－

９
８
０
６
）

【 

第
３
期
保
健
福
祉
総
合
計
画

（
案
）】

■
意
見
募
集
期
間
令
和
５
年
11
月

15
日
〜
12
月
15
日

■
意
見
数
・
人
数
44
件
・
11
人
、

１
団
体

■
公
開
場
所
等
地
域
福
祉
課
（
市

役
所
第
二
庁
舎
２
階
）、
市
役
所

第
二
庁
舎
１
階
受
付
、
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
（
同
６
階
）、
主
な
市

内
公
共
施
設
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

i
地
域
福
祉
課
地
域
福
祉
係
（
☎

042

－

387

－

９
９
１
５
）

◆◆各種審議会等の開催日程◆◆
名　称 と　き ところ 内　容 問合先

社会教育委員の会議 ２月16日（金）
10：00～

市役所第二庁舎
８階801会議室

社会教育活動について　
ほか

生涯学習課生涯学習係
（☎042－316－6600）

玉川上水・小金井桜
整備活用推進委員会

２月16日（金）
14：00～

市役所第二庁舎
８階801会議室

玉川上水整備事業につい
て　ほか

生涯学習課文化財係
（☎042－387－9879）

市民参加推進会議 ２月16日（金）
18：30～

市役所本庁舎３
階第一会議室

市民参加条例の運用状況
等について

企画政策課企画政策係
（☎042－387－9800）

公民館運営審議会 ２月21日（水）
10：00～ 公民館緑分館 公民館事業について　ほ

か
公民館本館
（☎042－383－1184）

地域自立支援協議会 ２月21日（水）
18：00～

本町暫定庁舎１
階第一会議室 障害者計画について 自立生活支援課障害福祉係

（☎042－387－9848）

青少年問題協議会 ２月26日（月）
10：30～

市民会館・萌え
木ホール（商工
会館３階）A会
議室

協議会の運営について　
ほか

児童青少年課児童青少年係
（☎042－387－9847）

いじめ問題対策連絡
協議会

２月27日（火）
15：00～

市役所第二庁舎
８階801会議室

いじめ防止等のための対
策の推進について

指導室指導係
（☎042－387－9877）

※傍聴については事前にお問い合わせください

3
月
の
相
談
日

相談名 と　き ところ・問合先

法 律 相 談 ３月５・７・12・14・19・
21・26・28日

午前９時
～正午 ▷予約が必要です（法律相談、

税務相談は月１回まで）
▷法律相談、交通事故相談は、
２月16日から、直接または電話
で受け付け
▷外国人相談は、相談日の１週
間前までに、直接または電話で
受け付け（For English consul-
tations, reservation by phone
or in person is requested a 
week in advance.）
▷その他の相談は、相談日の当
日午前９時～正午に、直接また
は電話で受け付け
▷広報秘書課広聴係（市役所第
二庁舎１階☎042－387－9818）
へ予約してください

税 務 相 談 ３月13・27日

い
ず
れ
も
午
後
１
時
30
分
か
ら

人 権 ・
身 の 上 相 談 ３月18日

建 築・ 登 記・
表示登記相談 ３月６日

行 政 相 談 ３月21日

相続等暮らしの
書類作成相談 なし

交通事故相談 ３月12日

年金・労務・成
年後見制度相談 ３月５日

外
がい

国
こく

人
じん

相
そう

談
だん

（En g l i s h）
随
ずい

時
じ

（Irregular）

手話通訳者設置
▷午前９時～午後１時＝３月４・11・
18・25日▷午後１時～５時＝３月７・
14・21・28日

自立生活支援課（市役所第二庁
舎２階☎042－387－9841f042
－384－2524）

女性総合相談
（夫婦・家族・
人 間 関 係）

３月１・８・14・15・22・29日
午後１時30分～４時30分
※保育有り（１歳以上の未就学児。要
事前申込）

▷ところ＝市民相談室
▷企画政策課男女共同参画室
（☎042－387－9853）へ予約し
てください

ひ と り 親・
女 性 相 談

月曜～金曜日
（市役所執務時間内）

子育て支援課（市役所第二庁舎
３階☎042－387－9836）

教 育 相 談 月曜～土曜日
午前９時～午後４時30分

教育相談所（本町６－５－３シ
ャト－小金井別館３階☎042－
384－2508）

消費生活相談
月曜～金曜日
午前９時30分～午後４時
（正午～午後１時を除く）

経済課（市役所第二庁舎４階☎
042－384－4999）

相談名 と　き ところ・問合先

労 働 相 談
月曜～金曜日
午前９時～午後５時
（正午～午後１時を除く）

労働相談情報センタ－多摩事務所（立川市
柴崎町３－９－２　６階☎042－595－8004）

高 齢 者 介 護
相 談

月曜～土曜日
午前９時～午後５時30分

▷小金井きた地域包括支援センタ－
（桜町１－９－５☎042－388－2440）

▷小金井みなみ地域包括支援センタ－
（前原町５－３－24☎042－388－8400）

▷小金井ひがし地域包括支援センタ－
（中町２－15－25☎042－386－6514）

▷小金井にし地域包括支援センタ－
（貫井北町２－５－５☎042－386－7373）

高 齢 者 向 け
住宅改修相談

第１～４火曜日、第２・４木曜日
午後１時15分～５時15分
※電話で各地域包括支援センタ－
へ予約してください

木 造 住 宅
耐 震 相 談

第２木曜日
午後１時30分～４時30分

まちづくり推進課住宅係
（市役所第二庁舎５階☎042－387－9861）
へ１週間前までに予約してください

シルバ－人材
セ ン タ －
入 会 相 談

第２木曜日
（祝日の場合は第１木曜日）
午後１時～３時
（午後１時までに来所の方）

シルバ－人材センタ－本町作業所
（本町６－５－16☎0422－27－7117）

福祉サ－ビス
苦 情・ 相 談

水曜日
午後１時～５時

福祉オンブズマン事務局
（市役所第二庁舎８階802会議室☎f＝042
－383－1225）へ予約してください

創 業 相 談
店舗・事務所
物件探し相談

月曜～金曜日
午前10時～午後６時

▷ところ＝東小金井事業創造センタ－
（梶野町１－２－36）
▷同センタ－ホ－ムペ－ジ
（https://ko-to.info/）申込フォ－ムま
たは電話（☎0422－31－2040）で予約して
ください

福祉総合相談
（ひきこもり
相 談 含 む）

▷月曜～金曜日
午前８時30分～午後５時
▷原則第１日曜日（市休日窓口の
第一開庁日に準ずる）

福祉総合相談窓口（自立相談サポ－トセン
タ－）
（本町５－36－17☎042－386－0295）

　

各
種
税
金
・
保
険
料
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。

納
め
忘
れ
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

至
急
、納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

納
期
限
内
に
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　

納
付
書
の
再
発
行
、
年
金
天

引
き
か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更

手
続
等
、
詳
し
く
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市　

税

市　

税

i
納
税
課
納
税
係
（
☎
042

－

387

－
９
８
２
３
）

国
民
健
康
保
険
税

国
民
健
康
保
険
税

i
▽
課
税
内
容
に
つ
い
て
＝
保

険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
☎
042

－

387

－

９
８
３
２
）
▽

納
付
に
つ
い
て
＝
納
税
課
納
税

係
（
☎
042

－

387

－

９
８
２
３
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

i
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

（
☎
042

－

387

－

９
８
３
４
）

介
護
保
険
料

介
護
保
険
料

i
介
護
福
祉
課
介
護
保
険
係

（
☎
042

－

387

－

９
９
２
１
）

市
税
・
国
民
健
康
保
険

税
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
・
介
護
保
険
料

を
滞
納
す
る
と
…

　

納
期
限
経
過
後
は
、
納
期
限

の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の

期
間
の
日
数
に
応
じ
て
延
滞
金

が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

督
促
や
催
告
な
ど
、
再
三
の

お
願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
納
付

が
な
い
場
合
に
は
、
財
産
（
給

与
、
預
貯
金
、
不
動
産
な
ど
）

を
調
査
し
、
差
し
押
さ
え
に
よ

る
滞
納
処
分
が
課
せ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料

国
民
年
金
保
険
料

　

国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に

住
む
20
歳
か
ら
60
歳
未
満
の
す

べ
て
の
人
（
厚
生
年
金
・
共
済

組
合
加
入
者
を
除
く
）
が
加
入

し
、
保
険
料
を
納
め
、
支
え
合

う
制
度
で
す
。

　

納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、
老
齢

基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
や

遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
取
れ
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

i
市
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係

（
☎
042

－

387

－

９
８
４
４
）、

立
川
年
金
事
務
所
（
☎
042

－

523

－

０
３
５
２
）

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
・
国
民
年
金
保
険
料

各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。6・2・153


